
地
区
計
画
制
度
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
市
が
連
携
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
合
っ
た
ル
ー
ル
を
定
め
、
よ
り
快
適
で
住
み
や
す
い
環
境

や
、
美
し
い
街
並
み
を
守
り
、
育
む
た
め
の
制
度
で
す
。
こ
の
制
度

を
活
用
し
て
、
良
好
な
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

地
区
計
画
制
度

身
近
な
ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル

地
区
計
画
で
定
め
る
こ
と

　
地
区
計
画
で
は
、
地
域
の
特
性
に

合
っ
た
ま
ち
づ
く
り
の
大
ま
か
な
目
標

と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的

な
ル
ー
ル
を
定
め
ま
す
。

　
具
体
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
、
建
物
の

用
途（
住
宅
、
店
舗
な
ど
）・
高
さ
・
敷

地
面
積
・
色
、
道
路
や
公
園
の
配
置
な

ど
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ル
ー

ル
は
、
地
区
全
体
で
定
め
ら
れ
る
ほ
か
、

地
区
内
を
区
分
し
て
、
さ
ら
に
細
か
く

定
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
地
区
計
画
を
定
め
る
こ
と
で
、
ル
ー

ル
に
基
づ
い
て
、
計
画
的
に
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

計
画
の
案
の

申
し
出
が
で
き
ま
す

　
地
区
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
地
域

の
住
民
や
土
地
所
有
者
な
ど
の
利
害
関

係
者
は
、
地
区
計
画
の
案
の
内
容
を
、

市
へ
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
申
し
出
る
た
め
に
は
、
区
域
の
面
積

が
0
・
5
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
一
体
と

な
っ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
、
地
域
内
の

土
地
所
有
者
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と

な
ど
が
条
件
に
な
り
ま
す
。

建
築
な
ど
は

事
前
に
届
け
出
を

　
市
内
で
現
在
、
地
区
計
画
が
定
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
11
の
地
域
で
す（
下

表
）。

　
計
画
の
地
域
内
で
、
建
物
の
建
築
や

用
途
の
変
更
な
ど
を
行
う
場
合
は
、
行

為
に
着
手
す
る
日
の
30
日
前
ま
で
に
市

へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
新
築
だ
け
で
な
く
、
増
改
築
や
外

壁
・
屋
根
の
塗
り
替
え
、
フ
ェ
ン
ス
や

塀
の
設
置
な
ど
の
場
合
に
も
届
け
出
が

必
要
で
す
。

　
地
区
計
画
の
内
容
は
、
都
市
計
画
課

（
市
役
所
5
階
）、
同
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.city.narita.chiba.

jp/sisei/sosiki/toshikei/std001 

2.htm
l

）で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
6 

0
）へ
。

地区計画の地区名 対象となる地域
京成成田駅東口地区 京成成田駅東口（花崎町の一部）
公津東地区 公津の杜全域
橋賀台二丁目地区 橋賀台2丁目の一部（橋賀台公園周辺）
久住駅前地区 久住中央全域
土屋地区 ウイング土屋全域
玉造六丁目地区 玉造6丁目1番地
公津西地区 はなのき台全域
大栄物流団地地区 大栄物流団地全域
成田湯川駅南口地区 成田湯川駅南口（松崎の一部）
東町・花崎町地区 東町・花崎町の一部
中台三丁目地区 中台3丁目2番地

地区計画が定められている地域

地区計画で定められるルール
敷地面積の最低限度や建物の
高さの制限について

敷地境界から外壁までの
距離について

建物の屋根や外壁の色、
看板の形態や色について

建物の用途について

緑地の保全について

フェンスや塀の設置に
ついて
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